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◇北九州市事務分掌規則及び北九州市事業所事務分掌規則の一部を改正する

規則 

軽自動車税の賦課に関する事務を集約するための組織改正に伴い、関係規定

を改めることにしました。 

この規則は、平成３０年１月１日から施行することにしました。 
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北九州市事務分掌規則及び北九州市事業所事務分掌規則の一部を改正する規

則をここに公布する。 

平成２９年１２月２８日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第６５号 

北九州市事務分掌規則及び北九州市事業所事務分掌規則の一部を 

改正する規則 

（北九州市事務分掌規則の一部改正） 

第１条 北九州市事務分掌規則（昭和４３年北九州市規則第７５号）の一部を

次のように改正する。 

第１条財政局税務部課税課の項中「課税係」を「市民税係」に改め、同項

に次のように加える。 

     軽自動車税係 

  第３条財政局税務部課税課課税係の項中「課税係」を「市民税係」に改め

、同項第２号中「及び軽自動車税」を削り、同条財政局税務部課税課の項に

次のように加える。

     軽自動車税係

（１） 軽自動車税の賦課に関すること。 

（２） 所管に属する市税の証明に関すること。 

 （北九州市事業所事務分掌規則の一部改正） 

第２条 北九州市事業所事務分掌規則（昭和４３年北九州市規則第７７号）の

一部を次のように改正する。 

  別表第２の       市民税課管理係の項第２号及び同表の 

課」を「課税免除及び減免に係る申請及び申告の受付」に改める。 

付 則 

 この規則は、平成３０年１月１日から施行する。 

事務所

事務所

門司税務課（東部市税事務所に限る。）

小倉南税務課（東部市税事務所に限る。）

若松税務課（西部市税事務所に限る。） 市民税係の項第３号中「賦

八幡東税務課（西部市税事務所に限る。）

戸畑税務課（西部市税事務所に限る。）

東部市税事務所

西部市税事務所

東部市税

西部市税
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北九州市告示第７号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４１条第１

項及び第５３条第１項の規定に基づき、居宅サービス事業者及び介護予防サー

ビス事業者を指定したので、法第７８条及び第１１５条の１０の規定により、

次のとおり告示する。 

  平成３０年１月１２日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 訪問介護及び介護予防訪問介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

指 定 年 月

日 

４０７０

３０１２

５６ 

ヘルパーステー

ションみどり 

北九州市戸畑区

銀座二丁目６番

５号 

合 同 会 社 緑

風会 

平 成 ３ ０

年 １ 月 １

日 

２ 訪問看護及び介護予防訪問看護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

指 定 年 月

日 

４０６７

７９０７

５０ 

訪問看護ステー

ション めぐり 

北九州市小倉南

区若園二丁目１

７番２８号 リ

ビオン中村２号

室 

合 同 会 社 め

ぐり 

平 成 ３ ０

年 １ 月 １

日 

３ 通所介護及び介護予防通所介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

指 定 年 月

日 

４０７０

３０１２

６４ 

デイサービスぎ

んざ 

北九州市戸畑区

銀座二丁目６番

５号 

合 同 会 社 緑

風会 

平 成 ３ ０

年 １ 月 １

日 

４ 介護予防通所介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

指 定 年 月

日 

４０７０

７０７２

３９ 

ラ・ポルトブル

ー 

北九州市八幡西

区東王子町１０

番３０号 

医 療 法 人 こ

し ょ うわ 会 

平 成 ３ ０

年 １ 月 １

日 

４０７０

７０７２

４７ 

デイサービスこ

ここあ則松 

北九州市八幡西

区瀬板二丁目１

０番１５号 

株 式 会 社 ビ

ー バ ラン ス 

平 成 ３ ０

年 １ 月 １

日 
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北九州市告示第８号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第７５条第２

項、第１１５条の５第２項及び第８２条第２項の規定に基づき、指定居宅サー

ビス事業者、指定介護予防サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者から廃

止の届出があったので、法第７８条、第１１５条の１０及び第８５条の規定に

より、次のとおり告示する。 

  平成３０年１月１２日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 訪問介護及び介護予防訪問介護 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ７ ０

２ ０ ０ １

０２ 

若松区医師会ヘ

ルパーステーシ

ョン 

北九州市若松区

藤ノ木二丁目１

番２９号 

一 般 社 団 法

人 北 九 州 市

若 松 区 医 師

会 

平 成 ２ ９

年 １ ２ 月

３ １ 日 

２ 通所介護 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ７ ０

７ ０ ７ ０

７２ 

デイサービスこ

ここあ則松 

北九州市八幡西

区瀬板二丁目１

０番１５号 

株 式 会 社 ビ

ーバランス 

平 成 ２ ９

年 １ ２ 月

３ １ 日 

３ 介護予防通所介護 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ７ ０

７ ０ ４ ３

３５ 

デイサービスき

ぼう 

北九州市八幡西

区折尾一丁目１

４番９号 

なかの福祉 

サービス株 

式会社 

平 成 ２ ９

年 １ ２ 月

３ １ 日 

４ ０ ７ ０

７ ０ ６ ４

２１ 

デイサービスつ

れ愛 

北九州市八幡西

区下上津役三丁

目１７番１６号 

有限会社サ 

ム・ライズ 

平 成 ２ ９

年 １ ２ 月

１ ５ 日 

４ ０ ７ ０

６ ０ １ ３

２５ 

緑風会  はごろ

もデイサービス 

北九州市八幡東

区羽衣町１１番

３３号 

合同会社緑 

風会 

平 成 ２ ９

年 １ ２ 月

３ １ 日 

４ ０ ７ ０

３ ０ ０ ８

８６ 

緑風会  こしば

デイサービス 

北九州市戸畑区

小芝一丁目２番

１５号 

合 同 会 社 緑

風会 

平 成 ２ ９

年 １ ２ 月

３ １ 日 

４ ０ ７ ０

７ ０ ５ ４

２３ 

緑風会  やちよ

デイサービス 

北九州市八幡西

区八千代町１３

番１１号 八千

代ビル１Ｆ 

合 同 会 社 緑

風会 

平 成 ２ ９

年 １ ２ 月

３ １ 日 
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４ 居宅介護支援 

事 業 所 番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

廃 止 年 月

日 

４ ０ ７ ０

４ ０ ３ ５

５７ 

ケアプランセン

ターかいごねっ

と黄金 

北九州市小倉北

区黄金一丁目１

２番８－２０３

号 

株 式 会 社 か

い ご ね っ と

黄金 

平 成 ２ ９

年 １ ２ 月

３ １ 日 

４ ０ ７ ０

５ ０ ４ １

８０ 

ケアプランセン

ター 芝津の郷 

北九州市小倉南

区大字貫１８６

６番地の２ 

株 式 会 社 芝

津会 

平 成 ２ ９

年 １ ２ 月

３ １ 日 

４ ０ ７ ０

６ ０ １ ４

６５ 

グリーンヒルズ

北九州  ケアプ

ランセンター 

北九州市八幡東

区清田二丁目１

２番３７号 

吉 村 興 産 株

式会社 

平 成 ２ ９

年 １ ２ 月

３ １ 日 

４ ０ ７ ０

５ ０ ３ ６

６１ 

ケアプランサー

ビス 重住 

北九州市小倉南

区重住二丁目４

番２１号 

有 限 会 社 ふ

る さ と 福 祉

サービス 

平 成 ２ ９

年 １ ２ 月

３ １ 日 

４ ０ ７ ０

７ ０ ２ ６

２８ 

きらめきケアプ

ランセンター 

北九州市八幡西

区大平二丁目５

番１３号 

有 限 会 社 き

ら め き 

平 成 ２ ９

年 １ ２ 月

１ 日 
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北九州市告示第９号 

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第１項の規定に基づき

、次の土地を特定有害物質によって汚染されている形質変更時要届出区域に指

定することについて、同条第３項において準用する同法第６条第２項の規定に

基づき、次のとおり告示する。また、同法第１５条第１項に規定する形質変更

時要届出区域の台帳は、北九州市環境局環境監視部環境監視課及び北九州市立

文書館に備え付ける。 

  平成３０年１月１２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 形質変更時要届出区域の所在地 

 北九州市若松区向洋町１０番１及び１０番５０の各一部 

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号。以下「規則」と

いう。）第３１条第１項の基準に適合していない特定有害物質の名称 

  四塩化炭素、１，２－ジクロロエタン、１，１－ジクロロエチレン、シス

－１，２－ジクロロエチレン、１，３－ジクロロプロペン、ジクロロメタン

、トリクロロエチレン、１，１，１－トリクロロエタン、１，１，２－トリ

クロロエタン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、クロロエチレン、カドミ

ウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合

物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒
ひ

素及びその化合物、ふっ

素及びその化合物、ほう素及びその化合物、ポリ塩化ビフェニル、チウラム

、シマジン、チオベンカルブ並びに有機りん化合物 

３ 規則第３１条第２項の基準に適合していない特定有害物質の名称 

  カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及び

その化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒
ひ

素及びその化合

物、ふっ素及びその化合物並びにほう素及びその化合物 

４ 規則第５８条第４項第９号から第１１号までの該当性 

  規則第５８条第４項第１１号（埋立地管理区域）に該当 
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北九州市告示第１０号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項及び第１１５条

の１２第１項の規定により、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着

型介護予防サービス事業者を指定したので、同法第７８条の１１第１号及び第

１１５条の２０第１号の規定により次のとおり告示する。 

  平成３０年１月１２日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月

日 

４０９０５

００４４０

デイサービス 

モンテラッセ 

北九州市小倉南

区蒲生二丁目４

番１１号 

株式会社モナ

トリエ 

平成２９

年１２月

２０日 

４０９０５

００４５７

グループホー

ムこもれびデ

イサービス 

北九州市小倉南

区蜷田若園三丁

目４番１０号 

医療法人かん

養生クリニッ

ク 

平成３０

年１月１

日 

４０９０５

００４６５

グループホー

ムこもれびⅡ

デイサービス 

北九州市小倉南

区蜷田若園三丁

目４番９号 

医療法人かん

養生クリニッ

ク 

平成３０

年１月１

日 

２ 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月

日 

４０９０５

００４３２

グループホー

ム モンテラ

ッセ 

北九州市小倉南

区蒲生二丁目４

番１１号 

株式会社モナ

トリエ 

平成２９

年１２月

２０日 

３ 地域密着型通所介護  

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月

日 

４０９０７

００６２８

ラ・ポルトブ

ルー 

北九州市八幡西

区東王子町１０

番３０号 

医療法人 し

ょうわ会 

平成３０ 

年１月１

日 

４０９０７

００６３６

デイサービス 

ここあ則松 

北九州市八幡西

区瀬板二丁目１

０番１５号 

株式会社ビー

バランス 

平成３０ 

年１月１

日 
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北九州市告示第１１号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定により、

指定地域密着型サービス事業者から廃止の届出があったので、同法第７８条の

１１第２号の規定により次のとおり告示する。 

  平成３０年１月１２日 

北九州市長 北 橋 健 治  

地域密着型通所介護 

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月

日 

４０７０７

０６４２１

デイサービス

つれ愛 

北九州市八幡西

区下上津役三丁

目１７番１６号 

有限会社サム

・ライズ 

平成２９

年１２月

１５日 

４０７０７

０４３３５

デイサービス

きぼう 

北九州市八幡西

区折尾一丁目１

４番９号 

なかの福祉サ

ービス株式会

社 

平成２９

年１２月

３１日 

４０７０６

０１３２５

緑風会 はご

ろもデイサー

ビス 

北九州市八幡東

区羽衣町１１番

３３号 

合同会社緑風

会 

平成２９

年１２月

３１日 

４０７０３

００８８６

緑風会 こし

ばデイサービ

ス 

北九州市戸畑区

小芝一丁目２番

１５号 

合同会社緑風

会 

平成２９

年１２月

３１日 

４０７０７

０５４２３

緑風会 やち

よデイサービ

ス 

北九州市八幡西

区八千代町１３

番１１号 八千

代ビル１Ｆ 

合同会社緑風

会 

平成２９

年１２月

３１日 
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北九州市公告第１５号 

 一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市

契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第

４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  平成３０年１月１２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 調達内容 

 （１）  特定役務の名称及び数量 

   若松モーターボート競走場清掃業務委託 一式 

 （２）  履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

 （３）  履行期間 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 （４）  履行場所 北九州市若松区赤岩町１３番１号 

          若松モーターボート競走場 

 （５） 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載

された金額に当該金額の１００分の８に相当する金額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものと

する。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０８分の１

００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

 （３） この公告の日前５年間に、１契約における清掃延床面積が１万平方

メートル以上である建物清掃業務の実績があること。 

 （４） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 競争入札参加資格審査の申請 

 この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３
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－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、平成３０

年２月２日まで（日曜日及び土曜日を除く。）に競争入札参加資格審査申請

を行わなければならない。 

４ 入札書の提出場所等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市若松区赤岩町１３番１号 

       北九州市産業経済局事業部競艇事務所 

  イ 日時 この公告の日から平成３０年３月１日までの毎日午後１時から

午後５時まで。ただし、次に掲げる日を除く。 

（ア） 平成３０年１月２０日 

（イ） 平成３０年１月２１日 

（ウ） 平成３０年１月２８日 

（エ） 平成３０年２月１０日 

（オ） 平成３０年２月１１日 

（カ） 平成３０年２月１２日 

（キ） 平成３０年２月２４日 

（ク） 平成３０年２月２５日 

 （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 （１）アの場所において無償で

交付する。 

 （３） 入札説明会の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市若松区赤岩町１３番１号 

       北九州市産業経済局事業部競艇事務所３階会議室 

  イ 日時 平成３０年２月２０日午後３時 

 （４） 競争参加の申出書の提出 

ア 持参による場合 この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は

平成３０年２月２日午後５時まで（（１）イのただし書（ア）から

（ク）までに掲げる日を除く。）に競争参加の申出書を北九州市産業

経済局事業部競艇事務所に提出しなければならない。 

  イ 郵送による場合 （１）アの場所に書留郵便により、平成３０年２月

２日午後５時までに必着のこと。 

 （５） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 （３）アの場所と同じ。 

  イ 日時 平成３０年３月２日午後３時 

  ウ 郵送による場合の入札書の受領期限 （１）アの場所に書留郵便によ

り、平成３０年３月１日午後５時までに必着のこと。 
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５ 契約の締結 

  この契約の締結については、落札の決定があっても、この契約に係る予算

が成立しない場合は、行わない。この場合において、市は、この契約を締結

しないことによる補償は行わない。 

６ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 落札者の決定方法 

  ア 契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。ただし、落

札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容

に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者

と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあ

って著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内

の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を

落札者とすることができる。 

  イ 北九州市業務委託低入札価格調査試行実施要領（平成１５年６月１日

施行）３の規定により定められた調査基準価格を下回った入札が行われ

た場合は、当該価格によっては契約の内容に適合した履行がされないお

それがあると認められるか否かについて調査を行うため、落札者の決定

を保留し、入札を終了する。 

    なお、落札者の決定後は、入札者全員にその旨を電話又は書面により

通知する。 

  ウ イに該当する調査基準価格を下回る入札を行った者は、調査に協力し
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なければならない。 

 （５） 契約書作成の要否 要 

 （６） 契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 

 （７） この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるもの

である。 

 （８） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

   北九州市産業経済局事業部競艇事務所 

   〒８０８－００７５ 北九州市若松区赤岩町１３番１号 

   電話 ０９３－７９１－３４００ 

７ Summary  

 （１） Nature of service to be procured 

       Cleaning service at Wakamatsu Boat Racing Grounds  

 （２） Deadline of Tender (by hand)  

   3:00 p.m., March 2, 2018  

 （３） Deadline of Tender (by mail)  

   5:00 p.m., March 1, 2018  

 （４） For further information, please contact:  

   Boat Racing Office, Bicycle and Boat Racing Department, Industry and 

Economics Bureau, City of Kitakyushu  
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北九州市公告第２０号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定によ

る大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第３項において準用す

る同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類

を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。 

  平成３０年１月１２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

あるあるＣｉｔｙ小倉 

  北九州市小倉北区浅野二丁目１４番５号 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  株式会社アパマンショップホールディングス 

  東京都千代田区大手町二丁目６番１号３階 

  代表取締役 大村浩次 

３ 変更した事項 

 （１） 大規模小売店舗を設置する者の住所 

  ア 変更前 

   東京都中央区京橋一丁目１番５号 

  イ 変更後 

   東京都千代田区大手町二丁目６番１号３階 

 （２） 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあっては代表者の氏名 

  ア 変更前 

   株式会社アニメイト 

   東京都板橋区弥生町７７番３号 

   代表取締役 高橋 豊 

   ほか２社 

  イ 変更後 

   株式会社アニメイト 

   東京都板橋区弥生町７７番３号 

   代表取締役 﨑田竜也 

   ほか１０社 
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４ 変更の年月日 

（１） 平成２９年４月２５日 

（２） 平成２９年１２月１１日 

５ 変更する理由 

  設置者の住所変更及び小売業を行う者の入れ替えがあったため 

６ 届出年月日 

平成２９年１２月２２日 

７ 縦覧場所 

 （１） 北九州市小倉北区城内１番１号 

   北九州市産業経済局新成長戦略推進部商業・サービス産業政策課  

 （２） 北九州市小倉北区大手町１番１号 

   北九州市小倉北区役所総務企画課 

８ 縦覧期間 

  平成３０年１月１２日から同年５月１４日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。 

）の毎日午前８時３０分から午後５時まで 

９ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を平成３０年５月１４日までに北九州市産

業経済局新成長戦略推進部商業・サービス産業政策課に到着するように提出

すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあってはその代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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北九州市公告第２１号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  平成３０年１月１２日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 物品等の名称及び予定数量 

  白灯油（１月分） １万２，０００リットル 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市技術監理局契約部契約課 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成２９年１２月２２日 

４ 落札者の名称及び住所 

  ニチユ産業株式会社 

  北九州市若松区藤ノ木二丁目６番３６号 

５ 落札金額 

  １リットル当たりの金額 ６４円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  平成２９年１１月２４日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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